
町長交際費の支出基準及び公表に関する要綱 
 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、公正で透明な町政の推進に資するため、町長交際費の支

出に係る情報の公表に関し、支出基準及び公表する項目、公表の方法その他

必要な事項を定め、町民の町政に対する理解と信頼を深めるものとする。 
 
（責務） 
第２条 交際費の支出にあたっては社会通念上、妥当と認められる範囲内で必

要最小限度の金額となるよう努めなければならない。 
 
（支出先） 
第３条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次のとおりとする。 
（１）吉富町の事務事業に直接かつ親密な関係にあるもの 
（２）吉富町政の進展に功績があったもの 
（３）災害、事故等にあったもの 
（４）前３号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの 
 
（支出項目） 
第４条 交際費は、前条に掲げるものとの交際おいて、次に掲げる事項につい

て支出することができるものとする。 
（１）会 費 各種団体の構成員として支出する会費及び懇親会に係る経費 
（２）慶 祝 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費 
（３）協 賛 各種大会時の開催の協賛に係る経費 
（４）激励金 芸術、文化活動、スポーツ大会等への参加並びに出場する団体

及び個人に対する激励費 
（５）弔 慰 葬儀時における生花、供物、香典支出に係る経費 
（６）接 遇 来客を応接するための飲食、記念品に係る経費 
（７）謝 意 町政協力者、視察訪問先等に対する謝意に係る経費 
（８）その他 その他町政の運営において、支出することが適当と認められる

場合に係る経費 
 
（支出基準） 
第５条 前条各号に規定する支出区項目に応じた支出基準は、別表１のとおり

とする。 
 
（公表） 
第６条 この基準は公開し、また、この基準に基づく交際費の支出内容につい



て公表する。 
 
（公表する交際費の内容） 
第 7 条 公表する交際費の内容は、次のとおりとする。 
（１）支出年月日 
（２）支出区分 
（３）支出先、内容等 
（４）支出金額 
２ 前項第３号の内容は、吉富町情報公開条例（平成 7 年条例第１０号）第 9
条各号の規定に該当するときは公表しないことができる。 

 
（公表の時期） 
第８条 交際費の公表は、当該月の支出分を翌月の１５日までに行うものとす

る。ただし、公表の期限が吉富町の休日を定める条例（平成元年条例第１６

号）に掲げる休日にあたるときは、町の休日の翌日をもってその期限とする。 
 
（公表の方法） 
第９条 交際費の公表は、別記様式第１号により吉富町ホームページに掲載す

るとともに、総務課において閲覧により行うものとする。 
 
（改正） 
第１０条 この基準については、常に社会通念に沿うとともに町民感覚に合致

したものとなるよう、社会経済状況の変化に応じて適宜見直しを行うものと

する。 
 
 
   附 則 
 この告示は、公布の日から施行し、平成１９年５月分の交際費から公表する。 
 



別表１（第５条関係） 
支出区分 支出金額 

会費・懇親会費 会費又は実費相当額 
ただし、１０，０００円を限度とする 

慶祝 １０，０００円を限度とする。 

協賛 １０，０００円を限度とする。 
激励金 ２０，０００円を限度とする。 

ただし、各予算費目の県・全国大会出場助成金と

の重複支出はしない。 
弔慰 別表２に定める基準の範囲内 
接遇 社会通念上妥当と認める範囲 

謝意 社会通念上妥当と認める範囲 

その他 社会通念上妥当と認める範囲 

※支出限度額については、地域の習慣等特別な理由により、上記で定める金額

により難い事情がある場合には、社会通念上妥当な範囲で金額を調整できるも

のとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表２（弔慰の基準） 
対象者 香   典 生花 

名誉町民 ３０，０００円 ○ 
町議会議員 
 

１０，０００円 
（議長、副議長及び１２年以上議会議員の

職にあった者 ２０，０００円） 
○ 

町議会議員の配偶

者、実父母及び同

居の子 

１０，０００円 
 

 

元町議会議員 ５，０００円 
（議長、副議長及び１２年以上議会議員の

職にあった者 １０，０００円） 
 

現職本人 ２０，０００円 ○ 
現職の配

偶者、父

母（同居

の姻族を

含む。）及

び子 

１０，０００円 
 

○ 

常
勤
の
特
別
職
職
員
及
び
教
育
長 元職本人 １０，０００円 ○ 

現職本人 １０，０００円 ○ 

現職の配

偶者、父

母（同居

の姻族を

含む。）及

び子 

５，０００円 ○ 

常
勤
の
一
般
職
職
員 

元職本人 ５，０００円  

町の各種委員 ５，０００円  
関係国会議員、知

事、県議会議員及

び県内市町村長 

適宜対応 

町政に功労のあっ

た者 
適宜対応 

※生花については、２万円以内とする。 



別記様式第１号（第９条関係） 
 

平成  年   月分  町長交際費執行状況 
 
支出年月日 支出区分 支出先、内容等 支出金額（円） 
    

    

    

 
  平成  年度 累計 
 

区分 件数(件) 支出金額(円) 
会 費   
慶 祝   
協 賛   
激励金   
弔 慰   
接 遇   
謝 意   
その他   

 


